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第20回 熊本県議会 道州制問題等調査特別委員会会議記録（平成22年10月13日) 

 

 第 20 回  熊本県議会道州制問題等調査特別委員会会議記録 

 
平成22年10月13日(水曜日) 

            午前10時01分開議 

            午前11時31分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 政令指定都市について 

   ――――――――――――――― 

出席委員(13人) 

        委 員 長 藤 川 隆 夫 

        副委員長 九 谷 弘 一 

        委  員 児 玉 文 雄 

        委  員 前 川   收 

        委  員 馬 場 成 志 

        委  員 堤   泰 宏 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 早 田 順 一 

        委  員  田 大 造 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 髙 野 洋 介 

        委  員 増 永 慎一郎 

欠席委員(２人) 

        委  員 竹 口 博 己 

        委  員 松 田 三 郎 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 総務部 

         部 長 松 山 正 明 

         次 長 楢木野 史 貴 

首席総務審議員兼 

        人事課長 豊 田 祐 一 

        財政課長 小 林 弘 史 

        税務課長 出 田 貴 康 

      市町村総室長 小 嶋 一 誠 

   市町村総室副総室長 能 登 哲 也 

企画振興部 

         次 長 河 野   靖 

        企画課長 坂 本   浩 

健康福祉部 

    健康福祉政策課長 吉 田 勝 也 

環境生活部 

    政策調整審議員兼 

   環境政策課課長補佐 村 井 浩 一 

 商工観光労働部 

      商工政策課長 田 中 信 行 

 農林水産部 

  首席農林水産審議員兼 

    農林水産政策課長 白 濵 良 一 

 土木部 

    首席土木審議員兼 

        監理課長 古 里 政 信 

教育委員会事務局 

   首席教育審議員兼 

      教育政策課長 松 永 正 男 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 後 藤 勝 雄 

     議事課課長補佐 徳 永 和 彦 

     ――――――――――――――― 

  午前10時01分開議 

○藤川隆夫委員長 開会に先立ちまして、御

報告いたします。 

 本日は、竹口委員は所用のため、松田委員

は公務出張のため欠席であります。 

 ただいまから、第20回道州制問題等調査特

別委員会を開会いたします。 

 それでは、審議に入ります。 

 本委員会に付託されている調査事件は、

１、道州制に関する件、２、地方分権改革に

関する件、３、政令指定都市に関する件であ

ります。 
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 なお、本日の委員会は、前回第19回委員会

において各委員から質疑があり、執行部に再

整理をお願いしております政令指定都市に関

する件を主な議題とさせていただきますの

で、各委員におかれましては、御了承の上、

御協力をお願いいたします。 

 まず執行部からの説明の後に、一括して審

議を行いたいと思います。 

 最初に、熊本市の政令市移行に伴う県財政

収支影響額試算の概要について、小林財政課

長に説明願います。 

 

○小林財政課長 財政課の小林でございま

す。着座にて失礼いたします。 

 それでは、資料の１ページの(1)でござい

ますが、熊本市の政令市移行に伴います県財

政収支影響額試算、20カ年平均の概要、一般

財源ベースについて御説明をさせていただき

ます。 

 熊本市の政令市移行を契機といたしました

事務権限の移譲については、303の事務を移

譲する方向で基本的な整理がなされたことを

踏まえまして、一般財源ベースで政令市移行

に伴います県財政収支への影響額を資料のと

おり試算をいたしたところでございます。 

 なお、試算に当たりましては、平成21年度

の決算ベースの数値を基本に20カ年平均の数

値で整理をさせていただいたところでござい

ます。 

 資料の２ページが、表形式であらわしたも

のでございまして、１ページが、その説明文

という体裁になっております。 

 １ページに沿って説明させていただきます

が、２ページの表と見比べながらご覧をいた

だければというふうに思っております。 

 まず、歳出についてでございますが、１ペ

ージにございますとおり年平均で合計56.8億

円の減となっております。 

 その主なものといたしましては、法令に基

づき移譲される国県道管理費で44.7億円、そ

の他法令必須事務で7.5億円、法令任意事務

等で4.6億円の減となっております。 

 その内訳についてでございますが、職員人

件費について現時点におきます権限移譲に伴

う減員分を、国県道管理等の法令必須分と法

令任意事務等分を合わせて81人と見込み、全

体で年間6.5億円の減となっております。 

 ２ページの「１ 影響額試算(20カ年平

均)」の左側の歳出の表をご覧いただきたい

と思いますが、それぞれ網かけをいたしてお

ります国県道管理費とその他法令必須事務、

そして法令任意事務等の３カ所に分けて記載

をさせていただいておるところでございま

す。 

 １ページに戻りまして、次に、各事業費に

ついては、それぞれ平成21年度決算ベースで

の執行額と同額の減少を見込み、年間25.6億

円の減となっております。 

 ２ページの表におきましては、人件費の減

と同様に３カ所に分けて記載をさせていただ

いておるところでございます。 

 なお、法令任意事務には、市負担の増加を

緩和する都市基盤河川整備にかかる補助金６

分の１でございますが、こちらの影響を含め

ておるところでございます。 

 また１ページに戻らせていただきまして、

公債費については、国県道の整備に地方債を

発行した場合に生じる地方債の償還費用に相

当する額を減少額として見込みまして、現在

の県債の償還ルールの30年償還、据え置き期

間３年に基づきまして試算をいたしましたと

ころ、累計で436.7億円、年平均いたします

と、21.8億円の減を見込んでおるところでご

ざいます。 

 単県補助金につきましては、３単県医療費

助成、これは乳幼児医療費助成とひとり親家

庭等医療費助成、重度身心障がい者医療費助

成の３つを指すものでございますが、こちら

の補助率についても２分の１から３分の１に

引き下げることに伴いまして、年間当たり2.
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9億円の減となっております。 

 次に歳入でございますが、年平均で44億円

の減となっております。 

 まず、地方交付税が2.3億円の増となりま

すが、これは国県道の管理にかかる道路関係

の譲与税等が財源移譲により43.3億円の減と

なり、基準財政収入額の減少幅が、移譲事務

に係ります基準財政需要額より大きくなりま

すことから、財源保障機能を有する交付税が

増額となるものでございます。 

 次に、宝くじ収入につきましては、政令市

が新たに発行団体となりますことから、市町

村分としてのサマー・オータムジャンボ宝く

じを除く収益金を県・市で按分いたしますた

め、年間17.9億円の減となっております。 

 県債償還引継負担金につきましては、政令

市に移行する前に県が整備を行いました熊本

市域の国・県道の整備費に係る地方債の償還

を県が引き続き行いますことから、熊本市が

応分の負担を行うものでございます。総額と

いたしまして、現在、298億円、年平均いた

しますと14.9億円を見込んでおるところでご

ざいます。 

 以上の内容につきまして、２ページの中段

右側の表で示させていただいておるところで

ございます。 

 １ページに戻りまして、最後に県財政への

影響についてでございますが、政令市に移行

した直後は、国県道管理の事業移管に伴いま

す地方債の償還の減少効果が、地方債の償還

には据え置き期間が３年間あることもござい

まして、直ちには現われず、約5.7億円の収

支悪化が見込まれるところでございます。し

かし、据え置き期間の３年が経過した後に

は、公債費の減少効果が拡大いたしますた

め、財政収支は次第に改善し、平成29年度か

らは黒字に転じ、その後、黒字幅が拡大して

いく見込みとなっておるところでございま

す。 

 最後に、２ページの下の表の「２ 影響額

試算（20カ年）」をご覧いただきたいと思い

ます。 

 政令市移行後20カ年の歳出と歳入及び収支

の動きをお示ししたものでございますが、年

を追うごとに財政収支が改善していき、平成

43年度までの20カ年の平均では、一番右下の

欄にございますとおり、年間平均いたしまし

て、約12.8億円の黒字となる見込みでござい

ます。 

 財政課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○藤川隆夫委員長 次に、連続立体交差事業

にかかる検討経緯、県・市協定事業における

現協定と政令市移行後の費用負担の試算につ

いて、小嶋市町村総室長に説明願います。 

 

○小嶋市町村総室長 市町村総室でございま

す。着座のまま御説明を申し上げます。 

 それでは、資料の３ページをお願い申し上

げます。 

 (2)連続立体交差事業にかかる検討経緯に

ついて御説明を申し上げます。 

 前回の御説明と重なる部分があるかと存じ

ますが、まず総室の方から経緯をまとめて御

説明を申し上げます。 

 １番目の丸でございますが、連続立体交差

事業につきましては、ＪＲ鹿児島本線など鉄

道高架化事業及び熊本駅周辺地域等の整備事

業などにかかる全体事業費の約３分の１を占

める事業でございます。 

 お手元に別に配付してございますが、参考

資料の方をごらんいただきますと、参考資料

の１ページから３ページにかけまして、平成

17年６月２日に県知事と熊本市長が、熊本駅

周辺地域等の整備事業の早期完成を目指しま

して締結をいたしました協定をつけてござい

ますが、これらの熊本駅周辺地域の整備事業

は、21世紀の熊本県及び熊本市の発展に欠か

せない緊急かつ重要な事業といたしまして、
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県と熊本市間の相対的な費用負担割合を踏ま

えながら、連携協力してこれまで取り組んで

きているところでございます。県・市協定及

びこれに基づく覚書、これも参考資料の方に

それぞれつけておりますので、後ほどごらん

いただきたいと存じます。 

 この県市協定及び覚書の中で定めました熊

本駅周辺地域等の整備事業にかかる全体の事

業費並びに県及び熊本市の費用負担がどのよ

うに具体化しているかにつきまして、委員会

の説明資料の方に戻っていただきまして、４

ページの(3)に記載してございますので、そ

の表により御説明を申し上げます。そちらの

方を、お開きください。 

 県・市協定の覚書では、表側の方でござい

ますが、熊本駅周辺地域等の整備事業を構成

する事業を、それぞれ上の方から、ＪＲ鹿児

島本線等鉄道高架化事業、駅西土地区画整理

事業などの市街地等整備事業、熊本駅周辺地

区の街路事業など、それから上熊本周辺整備

事業に大別しておりまして、その項目ごとに

県か熊本市かという事業主体を示しまして、

それぞれの事業費の見込みと費用負担内訳を

示してございます。 

 この表の上の方をご覧いただきますと、平

成17年の現協定というのが直近の現協定でご

ざいます。それから、その次の３番目の真ん

中でございますが、22年度の見込みというこ

とで、現段階でどうなっているかということ

を示してございます。それから、一番右の方

が24年４月の政令市移行後という形で、３列

に分けて整理したところでございます。 

 まず、一番左の平成17年協定当時の現協定

の欄をご覧ください。一番下の段の総事業費

をご覧いただきますと、総事業費の見込みは

1,892億円とされてございます。そのうち国

とＪＲ機構など、その他の負担を除きました

県市負担額、これは箱書きにしております

が、937億円と整理されてございまして、全

体事業費から見ますと、おおむね２分の１程

度を県と熊本市で負担することとされている

ところでございます。また、県と熊本市の負

担割合につきましては、県・市協定覚書に基

づきまして、おおむね同等となるように、こ

の段階では県が460億円、市が477億円と整理

されているところでございます。 

 この中で一番上の段になりますが、ＪＲ鹿

児島本線等鉄道高架化事業、この連続立体交

差事業等につきましては、県・市協定及び覚

書の中で総事業費663億円のうち、国とその

他の負担分を除いた264億円を県が７、熊本

市が３の負担割合と定めてございまして、こ

れに基づきまして、県が約185億円、市79億

円の負担とされているところでございます。 

 次に、現段階での事業費見込みでございま

すが、真ん中の欄をご覧いただきたいと思い

ます。 

 一番下の段の総事業費を見ていただきます

と、市街地整備事業や街路事業等に施行段階

での増減がございまして、概算の総事業費は

４億円程度増加しておりますものの、国の負

担が12億円増加し、県市負担総額は箱の中に

記載しておりますが、862億円となってござ

います。平成17年の現協定締結時からします

と、75億円程度減少していることになりま

す。県と熊本市で見ますと、県が20億円程度

減りまして436億円、それから、熊本市が50

億円程度減りまして426億円ということで、

現段階では県が10億円程度多く負担というふ

うになっているところでございますが、事業

進捗に伴う増減の積み上げの結果でございま

して、県及び市の負担割合は、現時点におき

ましてもおおむね同等とされているところで

ございます。これが17年に締結をいたしまし

た県・市協定及び覚書にかかります熊本駅周

辺地域等の整備事業の事業費並びに県及び熊

本市の費用負担の現状でございます。 

 それでは、一たん３ページの上の方に戻っ

ていただきまして、丸の２つ目でございま

す。 
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 県としては、こうした県・市協定、覚書に

定める事業完成年度を目標に、県と市で連携

して進めてまいりました事業経緯や、県と熊

本市で共同して推進する事業の重要性を踏ま

えながら、熊本市の政令市への移行を契機

に、この事業につきましても法令で自動的に

移譲される道路のように事業主体を県から熊

本市へ移譲することで、一体的なまちづくり

に資する方が望ましいのではないかとの立場

から、連続立体交差事業につきましても、事

務移譲の協議対象として掲げまして、熊本市

と協議を重ねることとしたところでございま

す。 

 あわせて、県市協定、覚書に明記されてお

りますが、負担割合の見直しの可能性につい

ても意見交換を行ってきたところでございま

す。 

 ３つ目の丸でございますが、こうした協議

の過程の中で、熊本市からは連続立体交差事

業や熊本駅周辺の整備にかかる県・市協定の

中で、21世紀の熊本県及び熊本市の発展に欠

かせない緊急かつ重要な事業であるとの認識

のもとで、全体事業の県・市間負担割合をお

おむね同等の割合とすることを基本に、個別

事業の負担割合が覚書等に明記されているこ

とから、政令市移行に伴い法律の規定に基づ

き、財源を伴って自動的に県から熊本市に移

管をされます道路事業とは事情が異なること

から、連続立体交差事業の負担割合について

は現状維持としたいとの意向が示されたとこ

ろでございます。 

 この点につきまして、４ページ、下の方の

試算表により詳しく御説明を申し上げます。

一番右の欄をお願いします。 

 政令市移行後の負担見込みが記載してござ

います。上から３段目、４段目のところでご

ざいますが、政令市移行により法令上、国・

県道の権限移譲が行われ、連続立体交差事業

以外の街路事業と上熊本周辺整備事業につき

ましては、その分、県の負担額が減少してま

いります。街路で約33億円、上熊本駅周辺整

備で44億円となるかと思いますが、下欄の括

弧書きのところに書いてございますけれど

も、県の負担は合計で78億円が減少いたしま

すし、逆に市の負担が78億円程度増加するこ

ととなっているところでございます。その結

果、総計の一番下の欄をご覧いただきます

と、県の負担額は358億円、市の負担額が504 

億円となりまして、県と市の負担割合はおお

むね４対６となるものと見込まれているとこ

ろでございます。 

 表外に参考ということで箱に囲んだものが

ございますが、一見いたしますと、県・市の

負担割合は、現状では県の負担の方が約10億

円程度多くなっておりますが、これは真ん中

の欄でございますが、436億円と426億円とい

うことでございますけれども、政令市に移行

した場合、熊本市が１４６億円ほど多くなっ

ているように見えますが、その主な要因は、

先ほど申し上げましたように法令による国・

県道関係事務の権限移譲に伴うものでござい

まして、あわせて道路譲与税や地方交付税等

の道路財源も県から熊本市に移譲されること

から、実質的な負担は変わらないこととなっ

ておりまして、熊本市もその点を踏まえてい

ただきまして、先ほど３ページの丸の３番目

で御説明いたしましたとおり、連続立体交差

事業の負担割合については現状維持との意向

が示されたところでございます。 

 熊本市の意向をもう少しわかりやすく説明

いたしますと、道路が財源つきで自動的に移

ってまいりますと、全体事業費の負担割合

は、協定等に定めております県市の負担割

合、おおむね１対１ですけれども、４対６、

県が４で市が６という形になってまいります

けれども、本来でありますと、かなり大きな

見かけ上の変動になりますが、先ほども申し

上げましたように、これはあくまでも法令に

基づく道路事業等の影響でございますので、

当初から１対１としてきている協定の精神が

 - 5 -



第20回 熊本県議会 道州制問題等調査特別委員会会議記録（平成22年10月13日) 

変わるものではないということで、そうした

理解で今回は連続立体交差事業の負担割合に

ついてもそのまま実施したい、そういった意

向が示されたものと考えております。 

 再び３ページの一番下の、最後の丸の御説

明の方をさせていただきますが、こうした点

を踏まえまして、県としても熊本駅周辺地域

の整備のあり方については、長年にわたって

県市の関係者が協議を重ねて合意し、当時の

知事と市長が締結した県・市協定、覚書の重

さ、またすでに事業に着手をしてございまし

て、完成に向けて山場を迎えていること、さ

らには熊本市の政令市移行は、県にとっても

重要な政策課題であることなどを勘案いたし

まして、最終的には引き続き県が事業主体と

なって、負担割合についても現状維持という

整理をさせていただいているところでござい

ます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願い

申し上げます。 

 

○藤川隆夫委員長 次に、県営住宅関係につ

いて、古里監理課長に説明願います。 

 

○古里首席土木審議員兼監理課長 前回の委

員会におきまして、政令市移行に関連しまし

て、県営住宅の整備方針について御質問がご

ざいました。当日、お答えすることができ

ず、まことに申しわけありませんでした。本

日、この点について御説明させていただきま

す。 

 県営住宅の整備につきましては、すでに策

定しております県の住宅マスタープランの中

で明らかにしておりますが、県としては、既

存ストックの有効活用に重点を置くとしてお

りまして、県営住宅を新しく建設するという

ような予定はございません。また、既設の住

宅につきましては、入居者の安全安心の確保

を図るために屋根防水、外壁の改修などのス

トックの改善を行い、できるだけ長寿命化を

図っていく考えでございます。また、老朽化

し構造的に危険が高く、改修できない住宅に

限って建て替えについて検討することとして

おります。 

 先日、引き続き県が実施することといたし

ました県営住宅について、熊本市にある県営

住宅の建て替えについての御質問がございま

した。このような方針でございますので、熊

本市においても、老朽化し改修では対応でき

ない住宅に限って建て替えを検討することと

しております。 

 県営住宅は、収入が相対的に低く、自力で

はなかなか住居普請の向上が困難な世帯で、

現に住宅に困窮する人を対象に供給すること

を基本に、戦後から長い間にわたって進めて

まいりました。現在も、県営住宅の約半数は

高齢者でございます。障がい者世帯やひとり

親世帯など、特に支援が必要な世帯が大半を

占めている状況でございます。また、県営住

宅の空き募集に対する公募倍率は約７倍と、

大変高い状況でございます。そのため、改修

では対応できない住宅に限りまして、建て替

えを検討するというようなことにしているも

のでございます。以上でございます。 

 

○藤川隆夫委員長 以上で、執行部からの説

明が終わりましたので、これより質疑に入り

ます。質疑のときには、挙手を願います。 

 なお、執行部の皆さんには、説明の際には

挙手し、職名を名のった上で説明してくださ

い。 

 質疑はありませんでしょうか。はい、児玉

委員。 

 

○児玉文雄委員 今、政令市に移管するころ

については、大ざっぱな説明がありました

が、例えば今、主に大きなところは土木部だ

ろうと思うわけですよね。現状、どれぐらい

おって、それを市の方にどれぐらい移管する

か。残った管理、結局は熊本市以外は従来ど
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おり管理していかなきゃいかんわけです。そ

うすると、そこになかなかぴしっと包丁で切

ったように切れるわけじゃないわけだから、

ある程度のむだあたりもまだ発生しやしない

か。また、残された人員だけで、あと熊本市

の、これは人員がどれぐらい来るか、熊本市

に移管した人員以外の人がどれぐらい残って

いるのか。そこらあたりがちょっと見えない

ものですから、ちょっと説明をいただきたい

と思います。 

(｢委員長、関連していいですか」と呼ぶ者あ

り) 

 

○藤川隆夫委員長 はい、西委員。 

 

○西聖一委員 私も同じところで、人件費で

81人減というのが想定されていますけれど

も、これは今、人員削減計画をやっている中

の想定内の数なのかというのと、81人が完全

に移管するのか、それとも一時的に移管する

のかをちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○豊田首席総務審議員兼人事課長 人事課で

ございます。 

 まず、児玉委員から御質問の件でございま

すけれども、今、熊本土木事務所の職員数は

90名でございまして、政令市移行につきまし

ては、59名ほどが移行によって削減対象とな

るということで、平成24年４月１日に移行さ

れますと、31名ほどが残るというようなこと

に見込んでおるところでございます。あと、

新幹線の駅周辺事業につきましても、現在17

名ございますけれども、移行後は３名ないし

５名程度残るような見込みでございまして、

委員がおっしゃいましたように、その後の対

応につきまして、組織の具体的な内容とか今

後の対応につきましては、これから土木あた

りと協議をしていきたいというふうに考えて

おるところでございます。 

 それから、西委員がおっしゃいました、い

わゆる今回の政令市移行に伴いまして81名の

減員を見込んでおるところでございますけれ

ども、今回の定員削減の中で特に政令市移行

が策定段階では見えなかったということもあ

りまして、具体的に何人という形ではカウン

トしておりませんけれども、定員管理計画の

中では全国の定員管理の削減の状況とか、本

県の今までの削減状況等を踏まえまして、例

えば市町村へ権限移譲とか民間委託等で、今

回、知事部局であれば１割、482名ほどを削

減すると見込んでおりまして、その中の削減

要素の一つとしております。 

 ただ、これについてすべて、例えば24年の

政令市移行の際になくなるかといいますと、

例えば権限移譲に伴います熊本市への派遣等

がありますので、その後の定員管理計画の中

でその辺については減員要素を見込んで漸次

削減していくというような形で考えておると

ころでございます。以上でございます。 

 

○児玉文雄委員 現在、熊本土木が管理して

おる地域、政令市移行、熊本市に移管する。

それ以外の管理箇所というのは、まだ何カ所

かあるんですか、ないんですか。あるなら

ば、どことどこが地域的に残るのか。全部熊

本土木のは持っていってしまうのか。そんな

に持っていくんだったら、90対59でしょう。

管理の場所がなければ、全部持っていけばい

いんじゃないか。そこらあたりはどうなんで

すか。 

 

○豊田首席総務審議員兼人事課長 熊本土木

は、基本的に熊本市域を所管しております

が、所管業務のうちの道路の整備であります

とか管理業務というのが、今回の政令市移行

しますと、それがなくなるということでござ

いまして、例えば河川でありますとか砂防と

いうような形が業務としては残っていくとい

うことでございます。 
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○児玉文雄委員 もう１つそれに関連して、

国道管理という事業があるわけですよね。熊

本土木には国道の直轄以外の管理事務、予

算、入札執行とか、そういう事業があるんで

すが、国道の場合も熊本市の国道に関して

は、全部熊本市に移管するのか、熊本土木と

して残るか。そこらあたりはどうなんです

か。 

 

○小嶋市町村総室長 基本的には熊本市域の

国・県道管理というのは、市の方に移るとい

う形になるかと思います。 

 

○児玉文雄委員 それなら残るとするなら、

今言われたように河川、河川とあとどういう

のがあるかな。(発言する者あり)砂防、そう

いうのも残すわけですね。 

 

○小嶋市町村総室長 それで、先ほど児玉先

生がおっしゃっておりましたように、それぞ

れ全部まとめて政令市に移行するというのが

かなり少のうございます。中身は保健福祉関

係とかいろんなものも含めまして、県に残っ

てくる分もありますし、また熊本市域外と熊

本市の中でそれぞれ事業主体が違うというよ

うなものも出てきますので、そのあたりのと

ころの連携はしっかりやっていかないといか

んというふうに認識しているところでござい

ます。 

 

○西聖一委員 全体管理の分の削減要因とい

うのはわかりますけれども、具体的に派遣で

いくのか、それとももう市にいってしまうの

かをちょっとお聞きしたい。 

 

○藤川隆夫委員長 どうぞ、執行部。 

 

○豊田首席総務審議員兼人事課長 今まで、

政令市移行した県の事例を見ますと、いろん

なパターン、例えば数年間に限ってスムーズ

にいくように、自治法上の派遣で出している

というようなところもありますし、県によっ

てはそのままずっとというような県も、そう

いうものを組み合わせてやっているような状

況であります。基本的には、現在市ともいろ

いろ打ち合わせをしておる中では、いわゆる

スムーズな権限移譲を進めるためには、例え

ば政令市移行発足のときから、例えば３年間

なら３年間必要な専門性のある職員を派遣す

る、順次引き上げていく。それから、市の方

からは来年度ぐらいから、１年前ぐらいから

専門的な知識をするために例えば研修で前倒

しで来ていただくとか、そういうことを一応

想定したところで今協議を行っているところ

でございます。 

 

○西聖一委員 派遣でまた戻ってくるという

ことであれば、81人という減の見込みは間違

いなのか。過大に見込んでいるような気もし

ますけれども、また戻ってくるということで

あればね…… 

 

○豊田首席総務審議員兼人事課長 これは81

人というのは、あくまでも権限移譲に伴う減

員予想として、業務が熊本市に移管すれば土

木を中心に81人分の業務がなくなるというこ

とでございまして、これがすべて削減するか

とか、それについてはあくまでも現要素で、

新たな行政需要とかそういうのもありますの

で、そういうトータルの中で削減を進めてい

かなければならないというふうに考えるとこ

ろでございます。 

 

○藤川隆夫委員長 よろしいですか。ほかに

質疑はありませんか。前川委員。 

 

○前川收委員 これまで、この委員会の中で

も権限移譲については、委員会ごとにいろい

ろ御説明をいただきながら、県・市で343事

務のうち最終的に330事務ということで移譲
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するという話でありました。最初は10月の頭

ぐらい、もう今ぐらいまでには県・市協定を

結びたいという話を伺いましたし、今でも今

月末ぐらいを目指して県・市協定を結ばせて

もらいたいというお話でありました。県・市

協定を結ぶのに議会の承認は基本的には要り

ません。ただし、我々は今後意見書等々で意

思表示をしなければならないわけであります

から、この間ずっと何事務が移譲されました

とか、何事務話がつきましたとかという報告

はずっと我々は聞いてきましたけれども、そ

れは事務が移管されれば当然のことですけれ

ども、その事務の背景についている費用負担

の部分についても、当然話が１つ１つがつい

てきたはずです。343全部説明しろとは言い

ませんけれども、少なくともこの間の委員会

まで、あの委員会では初めてその財源がどう

変わるかということが、皆さんから明らかに

なりましたけれども、あれも私が今度聞きま

すよということを委員会で言いましたから、

資料として執行部がつけられたのだと思って

いますけれども、場合によってはもう、仮に

これはひとりよがりかもしれませんが、僕が

委員会で聞きますよと言わなかったならば、

財源の話はとうとう出ないままに、全然我々

に説明することなく、10月末に県市協定とい

うことに至ったんじゃないかなというような

危惧すら私自身は持ったというのが現実であ

りました。 

 そのときにずっと言い続けてきて、まあ、

言い続けてはいませんが、ずっと言ってきた

のは、我々だって判断をするんだぞというこ

とは、この委員会でも言ったはずでありまし

た。早田委員が取り上げたように、委員会で

言ったように、もうそれは熊本県全体のため

にならんようであれば、おれは１人ででも反

対するよという話をこの委員会で僕は言った

はずであります。その背景というのは何だっ

たかというと、結局、権限移譲がいくことに

よって熊本市民がよくなることは当然です

し、それは望むべきことであります。しか

し、熊本市民だけがよくなって、熊本市以外

の県民はどうなるのかという部分が全く見え

ないままに我々に認めろと、少なくとも私に

認めろと言われても、私はそれは、はい、わ

かりましたとは言いませんという意思表示を

ずっとしてきたつもりなんです。 

 ところが、もう本当にぎりぎりまでそうい

った財政論が言われなかった。それで私は、

実は一番象徴的に見えやすい連続立体交差の

７対３というのは変わってないじゃないかと

いうこと。それは我々も経験してきましたけ

れども、市町村合併なんかやったら、前の村

と町との約束なんというのは、もう市町村合

併して新しい市とか町になった瞬間から、そ

んなのはもう何にもならんとです。経験上、

間違いありません。 

 県も、今まで市町村合併をやりなさい、や

りなさい、しましょう、しましょうと言っ

て、やるまでは非常に甘い言葉を出します。

合併したら、県道も進めます、ここもやりま

す、あそこもやります、言いますけれども、

終わった後はほとんど何も変わってないとい

うのが現実だと、私はずっとそういう実感を

持ちながらきたわけでありまして、そこがち

ゃんと議論もされないままに、よもやその県

市協定が結ばれることはないだろうというよ

うなことを思っていましたけれども、黙って

おったら、これは本当にこのまま財政論はな

しでいかれてしまったんじゃないかというふ

うに思っています。 

 そこで、ちょっとお尋ねなんですけれど

も、これはそれぞれの部署ごとに担当されて

いるセクションがあって、例えば土木の道路

だったら道路、連続立体交差は連続立体交

差、もしくは福祉関係のところは福祉関係。

法令事務で決まっていて、もう財源も法令で

決まっているという部分は別として、任意で

やろうという話がある中で、これまでいろん

なそれぞれの部署ごとで協議を市となさって
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きたと思っていますけれども、その協議に臨

むに当たり、県としてこういう方針で臨もう

というようなトータルの司令塔、方針、そう

いうものをお持ちだったのかな。なかったん

じゃないかなと私はずっと思ってきました。

最終的に出てきた結果を積み上げたのが今出

ているというだけであって、県・市の財源移

譲をやる、権限移譲をやるに伴って、権限移

譲の問題もそうでしょうけれども、財源の部

分についても県としてトータルでこういう方

針、こういう感じで臨んでいきましょうとい

うものはどういう方針を持っていらっしゃっ

たのか。総務部長、もしくはどなたかにお聞

きしたいと思います。よろしくお願いしま

す。各課に共通するものじゃないとだめなん

ですよ。 

 

○松山総務部長 先生の方から御指摘があり

ましたように、財源の関係の御説明がこれま

で不備だったことを、まず冒頭におわびを申

し上げたいと思います。 

 それぞれ各部局でいろんな交渉といいます

か、市との協議をやってきたわけですけれど

も、基本的に財源問題というのは個別にやっ

ていますから、先生御指摘のとおり全体が見

えなくなってしまうということがございまし

たので、基本的に財源的なトータルの県と市

の負担といいますか、そういったことにつき

ましては、財政課が窓口になりまして、先方

の財政課とずっと重ねてきたということでご

ざいまして、今回の協定の中で出てまいりま

す、最終的には起債の後年度負担の部分であ

りますとか、そういったものはやはりそれぞ

れの意見をぶつけ合いながら、いろいろ積み

上げながら、そしてお互い納得できるような

ところで財源的な部分も詰めてきたという現

状でございます。 

 

○前川收委員 お互いに納得しないと協定ま

でいかないのは当たり前ですから、お互い納

得するようにするのはよくわかっています

が、少なくとも政令市は熊本県政全体の浮揚

のためにということがあったわけでありまし

て、知事もそのことはずっと意識を持って議

会答弁もなさっていらっしゃいますし、我々

の前でもおっしゃっていますし、いろんな県

民の前で言っていますけれども、熊本市民以

外で政令市になって、我々もよくなるぞとい

う意識を持たせているということは、はっき

り言いまして、感覚としてないですよ。それ

はなぜないかというと、何も見えないからで

すよ、何にも見えない。なぜかというと、も

ちろん今から出してこようと思っていらっし

ゃるんでしょうけれども、今度は財源なんか

が全然今まで出てこなかったじゃないです

か。それは政令市になれば、県も少しは財政

負担が軽くなって、今まで熊本市で集中投資

してきた部分が、熊本市以外の地域で投資が

できますよということを言うのが当たり前な

んですよ。普通の感覚なんです。 

 ところが、それが全然今までアナウンスし

てなかった。ましてや連続立体交差はさっき

言ったとおり非常に象徴的で、負担率は変わ

っておらんじゃないか。今まで市町村合併の

ときは、昔決めていましたからなんて言って

おったって、一回全部仕切り直しですよ。何

々町がこう決めていましたからなんて言った

って、それは通用しませんよ。政令市になる

とき、市町村合併するときに全部仕切り直し

して、昔がどうだったなんていうことは全く

通用しない。ましてや新市計画で盛り込まれ

たにしても、現実にできないことはできない

という話で終わってしまっているという現状

もあるわけでありますから、ぜひやっぱり今

後、まだ協定までの間時間もあるし、この後

積み残した分をしっかりやっていかなければ

ならないんですけれども、今まで熊本市と熊

本県と、県と市が政令市に移行していくこと

に協力し合いながらやっていくことが、熊本

県全体の浮揚につながりますというようなこ
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とをきちっとアピールしていただけるような

内容で、今後もやってもらいたいと思ってい

ます。そうじゃないと、それは何か熊本市が

ようなるばっかりたい。むしろ逆に熊本市が

一極集中になって、熊本市以外はどうなる

の、取り残されていくんじゃないのというよ

うな心配を持っている人たちの方が、一般の

県民の中にはむしろ多いと思います。そうい

ったことをしっかり意識しないと、市が市民

のために政令市というのは、これは当たり前

ですよ。熊本市が市民のために政令市という

のは、当たり前です。しかし、やっぱり市も

そこの意識は持ってもらわないと、これだけ

の県も協力しながら政令市に向けてやってき

たわけです。県ももう、ましてや政令市にな

ることによって県民がよくなります、熊本県

全体が浮揚しますというようなことを言わな

いと、１つ１つ問題が掘り起こされてきます

よ。まだ掘り起こそうと思えばいっぱい、こ

の300何十事務の中では１つ１つまだ聞いて

もないわけですから、トータルの数字だけし

か聞いてなくて、１つ１つ見ていけば、これ

はもっと負担率を変えていいんじゃないかと

いうような話だってたぶんあるんでしょう。

象徴的なやつが、さっき言った連続立体交差

ということだけであって、そういった部分の

意識をしっかり持って今後取り組んでいただ

き、逐一やっぱりそういった内容も我々にも

報告せんとですから、県民はどうなるのか皆

目わからん。そうですよ。今月になってやっ

と報告されて、今月中には協定を結びたいな

んていう話をされるんですから、そんな取り

組みのやり方では困ります。むしろ熊本市の

方は、市議会にはかなり緻密に報告をしてき

ているというような話は、私は話だけですけ

れども、事実かどうか知りませんけれども、

聞いていましたけれども、県はほとんどその

中身は言わないままで、数字だけで何百あっ

との何百ができました、何百が話つきまし

た、あと幾つ残っておりまして、今協議中で

すということだけじゃないですか。もう少し

丁寧にやっていただきたい。 

 それから、県民に向けた政令市効果という

ものを、この間の質問で県のデザインという

話もありましたけれども、それはデザインは

いいですよ。しかし、デザインをするために

は、デザインをしても原資がなければ、それ

はただ絵にかいたもちですよ。その原資がど

こから生まれてくるということまで含めて、

きちんと説明をしてください。そういった部

分について取り組んでいただきたいと思いま

す。ぜひ、トータルで御答弁をお願いしたい

と思います。 

 

○松山総務部長 御指摘いただきましたよう

に、前回のところでも御説明申し上げました

が、確かに政令市がまず政令市としてきちっ

とやっていくというのが前提としてありまし

て、その後、では県土全体がどうなっていく

かというのが非常に重要な問題だというふう

に受けとめております。それは今、企画振興

部を中心に、政令市移行後の県土全体の振興

ビジョンといいますか、どうあるべきかとい

うのを今まとめてもらっていただいておりま

す。地域のニーズなんかも聞き取りながらま

とめていただいておりますが、その原資とし

ては、当然ながら熊本市が、これまで県が熊

本市に対して投資してきたものというのは、

政令市として熊本市は自らまちづくりをやっ

ていくわけですから、その投資分は当然なが

らこれは熊本市以外のところに重点的に配分

するというのは当然のことだろうと思います

し、試算でも申し上げましたように、ある程

度政令市効果で県の方も財源も出てまいりま

すので、そういったものを重点的に、今後ビ

ジョンに従った形での投資を行っていくとい

うことになろうかと思います。そういうふう

に考えております。 

 

○前川收委員 もうちょっと何か……。今の
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は確かにそうだけれども、県民に向けてしっ

かりアピールできるように、県民の不安があ

りますから、もうちょっと取り組みを考えて

ください。それはさっき最初に言いましたよ

うに、いろいろ言われたように、政令市とし

てしっかりやってもらうというのが大前提だ

とおっしゃいましたけれども、政令市として

しっかりやってもらうために、県の財政負担

がふえましたなんていう話になったなら、そ

れは私は反対しますよ。なる必要はないじゃ

ないかという話になりますから、減るのは当

たり前なんですから。熊本市が政令市になっ

て一人前にやっていくためには、熊本市、県

が市に対する負担が、県からの負担がふえま

したなんていう話になるなら、それは我々か

ら見れば、何のために政令市になるのという

話になるわけですから、そんなのは当たり前

ですよ。むしろそういった部分じゃなくて、

県勢全体の浮揚ということがきちっと県から

は強調されていくべきだと思っておりますの

で、何か考えてください。もう少し県民が安

心できるような方策というのを、お願いしま

す。もう返事は要りません。 

 

○藤川隆夫委員長 今、前川委員からいろん

なお話がありました。その点を含めて、やっ

ぱり県民に対して今の状況を含めてわかるよ

うに、やっぱり説明が必要なんだろうなとい

うふうに思っておりますので、何らかのこと

を考えてアピールをしていっていただければ

と思います。 

 

○児玉文雄委員 ちょっと内容は違うんです

が、今まで市町村合併、熊本県は98市町村あ

りましたね。たしか98だったと思ったが、今

40幾つに減っております。そのとき、当初は

任意協議会といって、お互いにまだこれはは

っきりした決め事じゃないということで任意

協議会というのを設置するわけです。そうし

て最終的に法定協議会というのを設置して、

合併市町村の合意事項と。しかしこれが、た

しかあれから合併して５年、６年ぐらい今経

過しておりますが、合併法定協議会で決めた

ことは、これは拘束力があるのか。というの

は、新しい議会でそれをこうだと決めれば、

こうだというふうになってしまうんです。だ

から、この協定書というのはちょっと違うか

もしれんけれども、心配があるのは、合併が

終われば後はその地域の議会で決定する。そ

れが今までの市町村合併なんです。だから、

そこらあたりを、拘束力がどれだけあるの

か。法律的にそれだけの縛りがあるのか。そ

こらあたりの、まず答弁をお願いいたしま

す。 

 

○小嶋市町村総室長 市町村総室でございま

す。 

 私もずっと合併をやっておりましたので、

一番今身につまされておりますけれども、基

本的に、先生がおっしゃられましたように、

任意協議会はもうまさに任意の協議会でござ

います。それで、法定協議会の中で決められ

たことが本当に遵守されるのか。これはもう

合併の全協議の過程を通じて一番大きな懸念

事項であり問題でもございました。それで、

先ほどもその決められたことが守られていな

いというようなお話もあってございますよう

に、実態的に見ますと、確かにそういうケー

スが出てきていることもあります。私どもが

その当時進めておりましたときには、あくま

でもこれは団体と団体の代表同士で、本当に

一つの団体になるための幾つもの約束事の積

み重ねで団体を一つにしようということにな

るわけでございますので、基本的にはこれは

もうその当時のそうした法律に定められた協

議会の約束事としてやっぱり遵守していかな

くちゃならない、そういうものでございます

ということは申し上げてきたところではござ

いますけれども、法律的にいった場合に拘束

力が本当にあるかということになりますと、
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その辺のところは直接的な拘束力というか、

もうそれで決めたら絶対それは守らないか

ん、そこまではない。ただし、ただしでござ

いますが、新市町村建設計画というのを合併

をしますときにつくるんですけれども、その

新市町村建設計画に掲げられたものが、それ

を変える場合については、議会の方でその議

決をしていただくとか、そういう手続きが出

てくるという形にはなりますが、それとても

新しい議会ということになりますので、当時

の議会とは異なりますので、新市になってか

らのそういう意思固め、意思決定というもの

がなされた場合に、昔のものがどれだけ維持

されるかというところがあり、合併協議を通

じての一つの課題であるな、そんなふうに私

も今認識しているところでございます。 

 

○藤川隆夫委員長 今のは、今回の県市協定

の絡みを含めてのことですか。 

 

○児玉文雄委員 いや、含めてなんです。だ

から、この協定がどれだけ拘束力があるの

か。議会が変わればもう関係ありませんと、

そういう事例もあるものだから私は言ってい

るわけです。 

 

○藤川隆夫委員長 では、この県市協定に関

しての話をちょっとしてください。 

 

○小嶋市町村総室長 市町村総室でございま

す。 

 ちょっと周辺も含めまして申し上げます

が、政令市移行に伴いまして、熊本市が県か

ら権限移譲を全部受けなくちゃならないとい

うのは、法令による移譲の部分になります。

それ以外の任意事務につきましては、例えば

熊本市のまちづくりに資するとかワンストッ

プサービスにするとか、そういうものを協議

をして、その中で合意ができたものを、今後

基本協定が固まりますと、市の方でこれにつ

いては事務処理をやっていくという手続きを

やっていきますので、この条件等についてま

た変えるということになりました場合には、

改めてお互いの合意を形成しなくちゃならな

いということでございます。 

 県・市の基本協定そのものが、何か法律上

の拘束力を持つかとかいうと、それは団体間

の約束事という形になろうかと思いますが、

それでも、それは重いものである、そんなふ

うに認識しているところでございます。 

 

○児玉文雄委員 これは市町村合併の事例で

すが、これは私の町ですが、庁舎の位置。こ

れに関して、現在あったところが浜町６番地

なんですよね。だから法定協議でどういうこ

とが決められたか。浜町６番地周辺及び北側

にあります218号線に接することと、これは

法定協議で決まっているんです。だから、本

来ならそれだけの合意が市町村間で合意がで

きておるのが、今全く守られていない。 

 

○藤川隆夫委員長 先生、これは熊本市の政

令指定都市の件ですが……。 

 

○児玉文雄委員 いやいや、これは大いに関

係あるんですよ。というのは、そうしたふう

に、そのときの議会は議会で、そういう拘束

力はないと。そして県あたりまで、それに関

して収用に係る事業認定－－用地課は、きょ

う来ておるかな－－そういうのが市町村から

申請されておるが、全く用地も買ってない、

何もしてないのに今審議会あたりが行われ

て、へたをすれば収用にかかる事業認定が下

りる可能性がある。これは熊本県が今それを

やっているんだから、審議しているんだか

ら、何でも決めても関係ないと、当てになら

んとですよ。そして、私が知っておる範囲内

では、これは議員の決議権のない、議員同士

ですと何ですかね、(「法定協議会」と呼ぶ

者あり)法定協議会かね、議会でやる。(「全
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員協議会」と呼ぶ者あり)全員協議会。それ

で決まったことを、議会で議決があったとい

う言い方をするんです。だから、それなら議

事録を出せと。議事録が出てこない。議会で

は決まっていないんです。任意協議会で決ま

っている。 

 そういうことが熊本県の中で堂々とやられ

ておって、それを県が、書類がそろえば仕方

がありませんというような方向性を打ち出す

ことに私は信頼が置けないということを申し

上げておるわけです。 

 それと、きょうはちょっと時間があるでし

ょう。 

 

○藤川隆夫委員長 でも、基本的にはこの熊

本市の政令都市の話で。 

 

○児玉文雄委員 はい、わかります。きょう

は、小嶋さんがおるけれども、笛や太鼓で合

併、合併と。しかし、小さな基本調整にも、

基準にも満たさないような未合併市町村があ

るわけです。それはどしこあるか、後で返答

の中で聞いてもらいたいんだけれども、その

町長さんあたりに話を聞いてみると、もう限

界ですと、予算は組めません、そういう話が

あるのに、大型合併が行われてからもう６年

ぐらいになりますね。全くそれから合併の

「がの字」も言わんわけですね。県はどうな

っているのか。そこらあたりも、あわせてお

願いします。 

 

○小嶋市町村総室長 平成の旧法、新法、10

年間合併がありましたけれども、その間、そ

れぞれ合併していただいたところは、折に触

れて町村長さん方の話は聞きますけれども、

それなりの効果というものはあっている。た

だ、目に見えて出てくるのに時間がかかって

いる、そういうお話を聞いているところでご

ざいます。ただ、先ほどから児玉先生が御心

配をされていますように、庁舎も合併のとき

には一番大きな課題の一つでございました。

そういったものを１つ１つ、先ほど申し上げ

ましたように団体間で約束を交わした、これ

は法定協議会の約束事でございますので、基

本的には守っていただかないといかんという

ことだと思います。それでないと、信頼関係

というものは出てこない。ただ、そうは言っ

ても、その後に出てくる新たな課題とかが出

てまいりますので、約束事を変えなくてはな

らないというその合理性というものが、そこ

が一番大事なところではないかなと思ってお

ります。最終的には新しい町として議会も発

足しておられますので、その町の中で選択を

していただくということになろうかと思いま

す。 

 それで、先ほど先生が後半におっしゃられ

ましたように、まだ県内でも10数団体未合併

のところも残っておりますし、人口１万人未

満というところも結構ございます。それで、

あのときにみんなが一生懸命になって合併と

いうような厳しい道を選択されたときの状況

というものが、この10年の中で好転している

わけではないというふうに私たちは受けとめ

ております。むしろ残っておられるところ

は、ますます厳しくなっている。だから、そ

ういった中でございますので、我々として

は、さっきちょっと話が出ましたけれども、

いろんなインセンティブ、優遇策により進め

ていくという合併の手法というものは、一応

合併新法の期限切れでなくなっておりますけ

れども、引き続きそういう道を選択したいと

いうところには知恵を貸して、一緒になって

検討してまいりたいというふうに考えており

ます。 

 また、それ以外の広域行政も含めていろい

ろ検討してまいりたいという認識で今取り組

んでいるということを御答弁させていただき

たいと思います。 

 

○児玉文雄委員 質問は終わりますが、ちょ
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っと、あと１点だけ。 

 この合併協議会の中には、県は、振興局は

立会人というか、そういう立場だったと思い

ますが、入っているんです。そして、いざ問

題が起きるとしらっとしております。これが

今の県庁の組織の実態なんです。そこだけ

は、これは総務部長もよく解釈して考えて今

までのことを振り返ってみてやらないと、こ

の協議会も法的拘束がなかというなら、新し

い議会でひっくり返そうと思えばひっくり返

るわけですよ。市町村合併とちょっと違うよ

うな感じはします。しかし、今はどういうこ

とでも領有権とか、あれもない人が尖閣諸島

なんか、うちのもんだって言えば、向こうの

方が強か、今のところは。だから、そこあた

りもやっぱりちょっともう少し決まったこと

は守るという前提のもとでやってもらいた

い。 

 

○藤川隆夫委員長 県市協定は、今後結ばれ

ると思いますけれども、今いろんな意見が出

ております。この結んだ協定がほごにされる

ことがないように、しっかり見守っていって

もらわんといけないというふうに思います。 

 

○馬場成志委員 県と市はずっと向かい合っ

ていくわけですから、これはお互いずっと約

束は守っていかなければいかんごとでしょ

う。市町村合併の場合は、これはじくじたる

ものをその市町村の中で持っておられる方は

おられるけれども、向かい合っておる中で約

束事だったけれども、今は家族になって一緒

になっておるわけでしょう。その中での次の

考え方の変化とかいうようなことがあること

の違いというのは、そこをすぐ言わんとしゃ

が、さっきの話と一緒ですよ。前川先生の話

もそうでしたけれども、要はボタンのかけ違

いというか、疑心暗鬼にならんようにちゃん

と気を遣っていかなきゃというところじゃな

いんですかな。 

 この間、新幹線のカウントダウンのやつも

そうでしたけれども、決して熊本の人が西郷

さんに対して嫌な思いを持っておるとか、そ

ういうことじゃないはずでしょう。ところ

が、寸前になって言ってきたけんが、ちょっ

と待ったというストップがかかったことによ

って、何かぎくしゃくするようなことになっ

てしまってはいかんわけですな。だから、そ

の辺について、今本当に皆さん一生懸命やっ

ておるわけだから、それだったらなおさら、

せっかくそこの部分を気を遣わんことで、お

互い何か個別案件をやり出したら、もうせっ

かく皆さんで押し出そうとしよるのが、どん

どんけちがついていくことになる。そこにつ

いて、ここにいらっしゃる皆さん方初め県、

市も、それは当局もそういうですけれども、

気を遣ってきちっとアナウンスすべきところ

はアナウンスするというようなことをやって

ください。これは、私からお願いです。 

 それと、県営住宅の話は、溝口先生からだ

ったと思うんですけれども、私のところもち

ょっとよかですか。県営住宅の話は、これは

私が今から言うことは、政令市がどうだとい

う問題じゃなくて、本当は建設委員会で話し

てもらわんにゃことですけれども、さっき７

倍の入居申し込みとかがあるというような話

でしたけれども、今何でそうなっておるかと

いったら、みんな入ったらずっと永住的な住

宅になっておるからですよ。昔は、県営住宅

に入って安い家賃だったけれども、余りいい

団地でもなかった。頑張ってもっといいとこ

ろに移ろうという感覚が、皆さんにあったわ

けですな。安い家賃の分お金をためることも

できた。そういったことで次々なわっていっ

たわけです。だから、入ることができたし、

ましてや例えば火事で焼け出されたり、いろ

んな災害が起きたときの特定入居で入りたい

というときにはいつでも受け入れ態勢ができ

ておった。ところが、今はこれだけ応募者が

多いのに、空いておるところがあるじゃない
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かという指摘の方に反応して、空いておると

ころに全部入れてしもうとるもんだから、災

害に遭った人も入れないというような状況が

最近は出てきておるでしょうが。だから、そ

ういうことも考えて、しかも今度政令市にな

るということであれば、この建て替えのこと

ももちろん検討の中に入っておるというよう

なお話でありましたけれども、そこら辺は本

来の公営住宅の目的というのは、困っておる

者が、満杯だから今入られんような状況です

な。今一番困っておる、今、きょう入れてほ

しい人たちが、くじに外れたら入れん。くじ

に当たったら、そんなに困っておらんでも入

れるというような状況になっておるわけです

よ。要件緩和がされておるものだから、余り

困っておらん者でも申し込まれるごとになっ

てしもうたもんだから、困っておる者が入れ

んで、困っておらん者が入れる。その差は何

なのか、くじ運だというような話であれば、

ここはこれを契機にやっぱりしっかり考えて

いって、そして市とのその制度の違いなんか

もそこら辺で話し合っていただきたいという

ふうに思っています。 

 これは、答えは要りません。さっきの件と

今の件は、私の方から皆さん方にこれから考

えてほしいということでお願いです。以上で

す。 

 

○溝口幸治委員 県営住宅の件は、私が質問

させていただいたんですが、誤解なきように

初めに言っておきますが、今ある県営住宅を

一気にやめてしまえとか、改修もまかりなら

んとか、建て替えもまかりならんと言ってい

るわけではなくて、政令市移行の打ち合わせ

をする中で、今後の県の県営住宅のあり方と

いうものが当然議論をされているんだろうと

いうふうに感じていたんですね。というの

は、政令市になるわけですから、熊本市が熊

本市民の皆さん方の低所得者の方の住宅の確

保も含めて、第一義的にはしっかり考えてい

ただくことになるんだろうと思います。 

 そこで、県としては今後、新しい住宅は建

てない。しかし、補修が必要なところは補修

をしていく。そして建て替えというか、老朽

化が激しくて、建て替えるべきところは建て

替えていくというのが今までの方針ですね。

それはわかるんですが、政令市に移行しても

ずっとその方針で、熊本市の住宅が、県営住

宅が新しく建て替わっていくことが、果たし

て県民の理解が得られるのか。ですから、要

は極端に言うと耐用年数が来たら、県はもう

あとは建て替えをしませんよ。ですから、そ

の後は熊本市の方できちっと対応してくださ

い。最低限のものしか熊本県では維持補修を

しませんよというような話が、やっぱり検討

がなされるべきだろうというふうに思うんで

すよね。そうしないと、政令市になろうがな

るまいが県の方針は全く変わらずに、極端に

言うと熊本市にたくさんあるわけですから、

そこが、県営住宅がきれいに建て替わってい

くというのは、やっぱりなかなか理解が得ら

れないんじゃないかと思いますので、さっき

前川委員がおっしゃったので、私が言うのは

それこそ氷山の一角みたいな話かもしれませ

んが、きちっと。 

 例えば、ここで熊本市と協定を結んだ後

に、県がいきなりそういう方針を打ち出され

たら、熊本市もまさに約束違反じゃないかと

いうふうな話にもなりかねないので、やっぱ

りきちっとそういうところの打ち合わせがな

されているのか。そこまでなされてないんで

あれば、今後のことについてもやっぱりきち

っと熊本市と協議していくという、県として

も将来的にはどうなるかわかりませんよみた

いなことをちゃんと話しておかないと、おか

しくなるんじゃないかというふうに。 

 おっしゃったように、戦後の復興期の中で

熊本市だけじゃ住宅の整備が間に合わないの

で、県がきちっと応援して今の形になったん

だって、これは理解すっとです。ただ、政令
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市に今度移行するわけですから、今後のこと

をきちっとやっぱり議論をしておくというの

が大切だと思いますが、お答えをいただきま

す。 

 

○古里首席土木審議員兼監理課長 監理課で

ございます。 

 今、馬場委員、溝口委員の方から御指摘の

ありました点、例えば、いわゆる回転率が大

変悪いというような状況、それはやはり若干

経緯的なものがあって、今御指摘ありました

ように、戦後はとにかく数を確保する必要が

あったということ、それから、やはり高度成

長期には大変熊本市に流入されましたので、

熊本市とともにやはり数を確保することで県

営住宅を建設していかれた。ただ、今は大変

量から質というようなこと、それを受けてや

はり高齢者の方が大変ふえていらっしゃいま

す。ということは、やはり言ってはなんです

が、ちょっとついの住みかというようなこと

がございまして、大変回転率が悪くなって、

さっき御指摘のありましたように、本当に困

っている人、入りたい人がなかなか入れない

というのが現状だと思っております。 

 先ほど、政令市ということじゃなくて、県

の県営住宅に関する従来の整備方針なるもの

を申し上げました。今回、その根本になって

おります県の住宅マスタープラン等、大変見

直しの時期に来ております。しかも熊本市の

幹部職員の方もメンバーとしてそのマスター

プランの策定にかかっていただいております

ので、そういう課題、御指摘を受けたものに

ついてそういう素案策定、こういうものの中

できちんと議論をしていきたいというふうに

思っております。以上でございます。 

 

○溝口幸治委員 マスタープランの見直しは

来年ですか。 

 

○古里首席土木審議員兼監理課長 来年を予

定しております。 

 

○溝口幸治委員 では、その見直しの中で、

きちっとそこは議論をしていただきたいと思

います。例えば、熊本市近郊でも人口がふえ

ているところとか、そういった要望もあるん

だろうと思いますし、さっきおっしゃったよ

うに熊本市ばかりがよくなるというイメージ

じゃなくて、やっぱり熊本市が政令市になっ

たおかげで、ほかの地域の県営住宅の整備が

でき始めたとか、新規で建て替え、新規で住

宅が建ったとか、そういうのが出ると、熊本

市の政令市のメリットみたいなものを実感で

きると思うんですが、今までは県営住宅と言

われても、ほとんどの議員の皆さん方が関係

ないという気なんですよね。県民の方もほと

んど関係なくて、県営住宅はどこにあるとだ

ろうかと、県南の地域の人なんかは特に、県

南とか県北の方はそう思われる人がいらっし

ゃると思うんですが、やっぱりそこのメリッ

トを出すためにも、しっかりその住宅マスタ

ープランの中で議論をしていただいて、熊本

市にもきちっと伝えるようにお願いをした

い。 

 

○藤川隆夫委員長 では、今の件、よろしく

お願いいたします。 

 

○堤泰宏委員 さっき、小嶋総室長の答えの

中に、こういう私たちの、熊本県と熊本市の

協定書に一応うたわれたことが、政令都市移

管後に市議会でうたわれたことと違うような

ことが議決された場合には、このうたわれた

ことに対してなぜ守らんかというような異議

というか、何か意見を述べることができるこ

とと言いなったかな。(発言する者あり)そん

なこと言っておるなら、もう要するに……

(発言する者あり)いや、私はそげん聞こえた

けん。そげんふうなニュアンスがあった。言

う言わんは、どげんでもよか。 
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 ただ、もうはっきり言う。あなたたちの答

えは長かとよ。住宅の管理にしたって、もう

長々言うけん、何か質問に対する答えがわか

らん。私の方は頭が単純だけん、政令指定都

市に移管後は、政令指定都市の熊本市が議決

したならば、協定書にうたわれていることも

実行できない。しかし、その精神は守っても

らいたいぐらい言うてもらわんと、何かわか

らんごとなるんですね。どっちですかね。 

 

○小嶋市町村総室長 ちょっと私の説明がま

ずかったのかもしれませんけれども、基本的

に県と市で、これだけは一応事務方で整理を

してまいっておりますので、ここで合意した

事項については、それぞれの立場で実現され

るもの、またしなくちゃならない、そんなふ

うに思っております。 

 

○堤泰宏委員 そんなら、また聞かななりま

せん。職員同士で話し合うても、議員同士じ

ゃ話し合わんわけだよな。だけん、市議会で

決めることと職員さんが話したこと、それは

違うても当たり前ですよ。だから、議会で決

めたらそれが優先するかどうかをあなたが言

えば、それでよかったい。 

 

○小嶋市町村総室長 議決事項に関しまして

は、議会の御理解をいただかんといかんと思

います。 

 

○堤泰宏委員 そぎゃん話し合いをしておっ

て、協定にあっても、政令指定都市移管後に

新しい市議会で決めたならば、それが優先で

しょうが。それが無効でない限りは、その議

決が優先だ、そのとおりいくわけです。じゃ

ないですか。それはイエスかノーかで簡単な

んだ。そこを知っておかんとな。 

 

○藤川隆夫委員長 先生、議決事項には恐ら

く協定したやつはならんと思いますよ。(発

言する者あり) 

 

○小嶋市町村総室長 基本的に議決事項にな

るというのは、予算はそれぞれ出てくるかと

思います。ですから、今申し上げております

ように、そうした議決事項については、それ

ぞれの団体が今回の協定に定められた事務移

譲がきちんと実現ができるようにやっていか

なくちゃならないというふうに思っておりま

すし、万が一それができないということにな

れば、それはもう議決を得られないというこ

とでございますので、そういうことにならな

いように、しっかり取り組んでまいりたいと

思っております。 

 

○堤泰宏委員 議決が優先か、協定が優先か

と、また私が言わにゃごとなる。議決が優先

とわかっておる。これは日本の憲法で決まっ

ておる。 

 

○馬場成志委員 予算にかかわることに関し

ては、これは議決が必要だろうかもしれんけ

れども、約束がほごになるということはない

ということでしょう。だから市の執行部は、

例えば予算は出して、それが認められるか認

められんかの部分については、それはそのと

きの優先事項とか、もしかしたらレアケース

ば、今言いよっただろうばってんが、約束が

ほごになるということはないわけでしょう。

それはちゃんと……。 

 

○小嶋市町村総室長 今おっしゃられました

ように、この協定で定めた約束がほごになる

ことはない、そんなふうに思っております。 

 

○堤泰宏委員 思っとったっちゃつまらん。 

 

○馬場成志委員 行政間ではあり得ないんで

ね。 
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○田大造委員 ２点ございまして、まず１

点目が、権限移譲に伴って最低でも81人減員

になる。政令指定都市になりましたら、行政

的には大変大きなインパクトがあると思うん

ですが、熊本市と人事交流を含めてその減

員、熊本県にとっては81人が余分になる。熊

本市にとっては人が足りなくなるという現象

が起こると思うんですけれども、例えば、県

庁内で熊本市でぜひ働いてみたいという公募

制みたいな形で人事制度を考えているのか。

もしくは出向してみたいという職員を募るの

か。そういうのが現状どうなっているのかが

１点目です。 

 ２点目が、この資料の４ページ目なんです

けれども、概算事業費というのが政令市移行

後1,896億円、それに大きく４つの663億円、

489億円、506億円、238億円というふうにな

っていますけれども、これはこの事業費が何

年から何年までで考えているのか。終了年月

日、大体で構いませんので、教えてくださ

い。以上です。 

 

○豊田首席総務審議員兼人事課長 田委員

御質問の今後の職員出向でありますとか、希

望で熊本市の職員に事務を移管するというよ

うなことを考えているのかでございます。 

 先ほどもちょっと申しましたが、今まであ

った県の中ではそういうことを行っている県

もございます。まだ県でどうするかという形

の最終的な方針等までは決定はしておりませ

んが、できれば先ほど言いましたように、県

から出向という形で、何年かして帰ってもら

うというような形での人事交流というのを基

本に考えていきたいというふうに思っておる

ところでございます。 

 

○内田都市計画課長 都市計画課長の内田で

ございます。着座のまま、お答えいたしま

す。 

 ４ページの協定費用にある事業期間という

ことで御質問がございました。現協定、17年

６月に締結しておりますけれども、そのとき

に事業をしていたもの、それから今後するも

のを挙げて協定を締結したものであります。

終わりは、連立事業が平成28年度頃完成いた

しまして、その後駅前広場が平成30年頃が最

終年度じゃなかろうかというふうに思ってお

ります。以上でございます。 

 

○田大造委員 大体、なかろうかという大

体のそういうアバウトなことで、こういう概

算の数字が出てくるのか、ちょっと不思議な

んですけれども……。 

 

○内田都市計画課長 先ほど申しましたよう

に、駅前広場を平成30年頃ということで県市

協定を結んでおります。だから、平成30年頃

を見込んでこの数字を上げているということ

でございます。 

 

○田大造委員 そうしたら、この数字がほ

ぼそのとおりで考えてよろしいんですね。 

 

○内田都市計画課長 真ん中に、現段階での

見込みということで書いてございますけれど

も、これは事業の進んでいるものと進んでい

ないもの、それぞれの事業によって進捗度合

いが違います。現時点で県の方で試算をした

ものということでございます。 

 

○藤川隆夫委員長 ほかには質疑ありません

か。はい、堤委員。 

 

○堤泰宏委員 県営住宅のことですけれど

も、県営住宅は基本的にはつくらないと最初

言いなったろ。そして、後から老朽化したら

つくると言ったもんな。どっちが本当です

か。 

 

○古里首席土木審議員兼監理課長 新しく県

 - 19 -



第20回 熊本県議会 道州制問題等調査特別委員会会議記録（平成22年10月13日) 

内につくることは予定していないということ

でございまして、(発言する者あり)はい。申

し上げましたのは、建て替えでございます。

現在ある住宅、これが改修に耐えられなくな

った場合には、建て替えも検討していくとい

うことでございます。 

 

○堤泰宏委員 建て替えということは、つく

るということですたい。(発言する者あり)建

て替えたとき、ふやさない。 

 

○古里首席土木審議員兼監理課長 いえ。例

えば、今議会で御承認いただきました県営山

の上団地でございますが、これは数として

は、現在195戸、約200戸ございますが、新し

く建て直した場合84戸ということですので、

基本的にはそういうことで整理をしながら、

ふえることはない。いわゆる新規にするもの

と建て替える分は、ちょっと区分して考えて

おります。 

 

○堤泰宏委員 新規につくるとは、建て替え

と一緒じゃ。建て替えるということは、新規

につくる。だけん、新しく用地を購入してつ

くらないとかたいな。 

 

○古里首席土木審議員兼監理課長 御指摘の

とおり、現在ある県営住宅の中で建て替えと

いうのは、新しく建て替えていくという分で

す。 

 

○堤泰宏委員 そうすると、住宅の需要とい

うのは、これはずっと減っていきよるです

よ。今、空き家率がどのくらいありますか。

それは民間も全部含めて30％ぐらいあるはず

ですよ。 

 

○古里首席土木審議員兼監理課長 ２割とい

うふうに聞いております。 

 

○堤泰宏委員 それは、熊本県ですか。も

う、いいですよ。２割でもいいですよ。２割

という数字も３割という数字も、かなり大き

いですよ。だから、県営住宅に入りたい人

が、なかなか県営住宅が空かんから入られ

ん。県営住宅に入りたい人は、何で入りたい

のか。県営住宅に住んでいる人は、何で出な

いのか。それは、民間の賃貸住宅よりも当然

家賃も安い。住まいが快適ですよね。豪華に

できておるわけです。金かけてできておる。

だから出ないのですよ。最初の目的は違うで

しょう。住むところがない人が、そういう県

営住宅とか市営住宅を求めたんですよね。と

ころが、今は、それは私たちが見てわかるん

ですよ。民間のアパートよりも、市営住宅に

しても県営住宅にしても豪勢なものですよ。

場所もいい。交通の便もいい。だから出ない

んですよね。その対策をせんと、退所はせん

と思うんですね。 

 私は、道州制の市と県の競合とかじゃなく

て、今はちょっと県のことをお尋ねしておる

んですね。どぎゃんふうに思うんですか。百

九十何戸を八十何戸にしたら、一つの例です

よ、百九十何戸は、例えば２ＤＫとか１ＬＤ

Ｋとか部屋数がありますね。今度八十何戸に

するのは、部屋はどんな部屋ですか。 

 

○古里首席土木審議員兼監理課長 先ほど申

し上げましたように、端的に申し上げまし

て、量から大きく質への転換というのがあっ

ていると思いますので、やはりそれは県営住

宅にしても同じような傾向で今……(｢間取り

ば聞いておっとです」と呼ぶ者あり)やって

きたということです。 

 

○藤川隆夫委員長 前のは古かった。１Ｋか

ら２Ｋくらいしかなかったでしょう。ふろ場

もなくて、トイレが小さなやつが１個ついて

おるだけで、小さいキッチンがあるだけです

よ。それで今回つくっているのは、家族も入
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れるようなやつから、ほかの夫婦まで入れる

ようなやつをつくろうとしているわけでしょ

う。だから、たしか部屋はばらばらでしょ

う。 

 

○古里首席土木審議員兼監理課長 ２ＤＫと

３ＤＫを、半々ずつやっております。２ＤＫ

は高齢者、それから３ＤＫが世帯向けという

ことで建て替えを考えております。 

 

○堤泰宏委員 その部屋、広さはどのくらい

ですか。３ＤＫで70平米とか100平米とかあ

るでしょう。(発言する者あり)なら、よかで

すよ。もうそれは、また後で教えてくださ

い。 

 

○藤川隆夫委員長 後で堤委員に説明してく

ださい。 

 

○堤泰宏委員 要するに高級化するから、あ

なたがさっきおっしゃった、質の問題と言う

でしょう。高級化するから、言葉は、私は表

現が悪いかもしれんけれども、出ないです

よ。すると、民間のアパートはがらがら空い

ていますよ。民間のアパートは、今空き家率

が３割と言わないですよね。家賃も安いです

よ。県営住宅の方が高いです。今、民間アパ

ートは、２Ｋぐらいなら２万円台がごろごろ

あります。しかし、そこは空き家がたくさん

目立って、県営住宅とか公営住宅は出る人が

いない。高級化しているからですね。最初の

趣旨と全然違う。 

 

○藤川隆夫委員長 ほかに質疑は何かありま

せんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○藤川隆夫委員長 なければ、これで政令指

定都市に関する件に対する質疑を終了いたし

ます。 

 その他に入りますけれども、何かありませ

んか。 

 企画課長の方から申し出があっているみた

いなので、どうぞ。 

 

○坂本企画課長 企画課でございます。 

 先週の木曜日、10月７日に第７回地域主権

戦略会議が開催されております。その後、引

き続いて、国と地方の協議もあっておりま

す。それについて、概略御報告させていただ

きたいと思います。 

 お手元の資料、その他報告(地方分権改革

関係)というタイトルの資料でございます。 

 １ページをお開きください。第７回地域主

権戦略会議及び国と地方の協議についての次

第をここに載せております。２ページ以降が

会議の添付資料となります。地域主権戦略会

議の資料をもとに、概略を御説明させていた

だきたいと思います。 

 ２ページの資料１－１は、地域主権戦略の

工程表(案)となっております。これまで原口

プランとして示されておりましたものが、時

点修正などが加えられて示されたものです。

この10月７日の地域主権戦略会議において決

定され、この(案)が外れております。 

 ３ページは資料１－２、地域主権戦略会議

の今後の進め方(イメージ)という資料です。

来年の通常国会に向けてのスケジュールにな

ります。年内にあと３回開催し、出先改革、

事務・権限仕分けについて結論を出し、23年

度の一括交付金について内容を決定すること

とされています。 

 次に、４ページをお開きください。ここか

ら10ページまでが出先機関の自己仕分け結果

資料２－１になります。先週の委員会で、自

己仕分け結果は、次回の地域主権戦略会議に

報告予定とされていることを御説明しており

ましたが、その資料がこれになります。 

 ４ページのＡ：地方自治体へ移譲するもの

の主な例として、社会福祉法人等の認可が記

載されておるところです。今回、ここには添
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付しておりませんが、機関ごとに概要をまと

めた資料も会議には出されております。現

在、その内容を精査中ですが、全体では約50

0事務のうち地方自治体へ移譲するものとし

ては、条件つきも含めて約１割とされていま

す。 

 問題は、このＣ：国に残すもののうちＣ－

ｃ：引き続き出先機関の事務・権限とするも

のというのが非常に多いということでござい

ます。 

 ６ページ以降に、地域主権戦略大綱でいう

ところの、例外的な場合に該当するものが整

理されています。６ページには①広域的実施

体制等が整備されても、なお著しい支障を生

じるもの、７ページ、②に自治体の対応の相

違等により著しい支障を生じるもの、１枚あ

けていただきまして８ページには、③危機管

理として国が一元的な対応をする必要がある

もの、９ページは、④行政効率が非効率とな

らざるを得ないものなどが列挙されておりま

す。 

 さらには、10ページに①から④以外の理由

も上げられており、結果として自己仕分けで

は非常に多くの例外的な場合があるとされた

ところです。 

 次に11ページは、一括交付金化に関する各

府省の考え方、資料３－１を添付しておりま

す。関係府省に、一括交付金化に向けた考え

方を聴取した結果をまとめたものです。14ペ

ージまでがその内容ですが、それに基づいて

一括交付金の対象となるもの、そうでないも

のを表に集計したものが16ページになりま

す。この合計の欄を見ていただきますと、投

資関係の補助金等の総額３兆2,959億円のう

ち、一括交付金化の対象となる金額は各府省

の判断では28億円ということになっていま

す。新聞によっては、府省側の事実上のゼロ

回答といった表現がなされているようです。 

 17ページに、一括交付金化の制度設計に向

けてという、資料３－２を添付しています。

ひも付き補助金を廃止し、地方が自由に使え

るものとしなければならない、そのためには

初年度から広く対象とすべき、縦割りを打破

し、府省の枠を越えて使えるようにすべき、

国の事前の箇所づけを廃止し、地域が自己決

定できるようにすべき、客観指標による配分

を導入すべき、などの方向性が示されていま

す。 

 次に、18ページをお開きください。資料３

－３、一括交付金化に関する地域主権戦略会

議と関係府省との検討会議の設置です。今

後、この検討会議で具体的な制度設計案を検

討することになります。 

 続いて19ページですが、資料４、義務付

け・枠付けの見直しに係るワーキンググルー

プの設置についてです。今後進めるべき見直

しにおいては、法制的な観点での整理も求め

られることから、ワーキンググループにおい

て検討作業を行うこととされたところです。 

 各府省の自己仕分け結果について、菅総理

は、大変不十分という認識を示され、再検討

を行うように指示をされております。 

 県としては、引き続き情報収集に努め対応

してまいりたいと考えております。 

 なお、地域主権戦略会議後に開かれました

国と地方の協議において、地方六団体から提

出されました資料を21ページに添付しており

ます。これにつきましては、特段の説明は割

愛させていただきます。以上です。 

 

○藤川隆夫委員長 ただいまの報告に関し

て、質疑はありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○藤川隆夫委員長 それでは、これで報告に

対する質疑を終了いたします。 

 まだ、そのほかに何かありませんでしょう

か。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○藤川隆夫委員長 それでは、これをもちま

して、第20回道州制問題等調査特別委員会を
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閉会いたします。 

  午前11時31分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  道州制問題等調査特別委員会委員長 
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